
 
 
 
 
 
 
 
 

 返済不要の【新型】助成金、注目ください!?  
 
 

◆ 日本再生人材育成支援事業奨励金  

2012 年 10 月 26 日に閣議決定された「経済危機対応・地域活性化

予備費等の活用」による経済対策の一環として、既存の「緊急人材

育成・就職支援基金（成長分野等人材育成支援事業部分）」を活用し、

重点分野（健康、環境、農林漁業）および関連するものづくり分野

を対象に有期契約労働者等も含めた労働者の人材育成への支援のた

め、2013 年 1 月から重点分野等の事業主に対して、次のような人材

育成についての助成金「日本再生人材育成支援事業奨励金」が実施

され、事業期間も 2013 年度末までと延長が決定しています。 
 

なお、あわせて「有期契約労働者等のキャリアアップに関するガ

イドライン」が策定され、助成措置を活用するうえで配慮するよう

努めることが望ましい事項を定め、事業主の積極的な取り組みを促しています。 
 
 

◆ 正規・非正規の労働者育成支援のための奨励金  

奨励金名 対象労働者 支給額 
 

正規雇用労働者

育成支援奨励金 

 

正規雇用の労働者 職業訓練計画を作成・提出し、職業訓練(Off-JT)を行

った場合に、訓練に要した経費を支給。 
1 訓練コースにつき対象者 1 人当たり 20 万円 
(注)1 年度 1 事業所当たりの支給限度額は 500 万円 

 

非正規雇用労働

者育成支援奨励

金 

 

①有期契約労働者 
 

②正規雇用の労働者以外の無期

契約労働者（短時間労働者・

派遣労働者を含む） 

キャリアアップ管理者を配置したうえで、キャリア

アップ計画・職業訓練計画を作成・提出し、一般職

業訓練(Off-JT)または有期実習型訓練(Off-JT＋OJT)
を行った場合に 1 訓練コースにつき以下の額を支給。

（括弧内は大企業） 
●Off-JT 分の支給額 

賃金助成→1 人 1 時間当たり 800 円(500 円) 
経費助成→1 人当たり 30 万円(20 万円)を上限 

●OJT 分の支給額 
実施助成→1 人 1 時間当たり 700 円(700 円) 

(注)1 年度 1 事業所当たりの支給限度額は 500 万円 
 

◆ その他助成金  

その他に、上記奨励金メニューに「人材育成型労働異動支援奨励金(再就職コース)」「人材育成型労働移動

支援奨励金(出向コース)」が追加され、また別に若年層の安定雇用の確保として「若者チャレンジ奨励金(若
年者人材育成・定着支援奨励金)」が設けられ実施されています。 

2013 年度は助成金が大きく見直され、新制度体系になる予定です。2013 年度予算成立予定の 5 月大型連

休前後の動向を注視してください。 
 

「事業主の方のための雇用関係助成金」 
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index.html 

 

「有期契約労働者等のキャリアアップに関するガイドライン」 
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/dl/gaidelines.pdf 

 

「若者チャレンジ奨励金(若年者人材育成・定着支援奨励金)」 
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/shokugyounouryoku/career_formation/challenge/ 
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企業の発展を願い 従業員の成長を願う その一歩一歩を応援します 


